
 
 
 

第９回  

 

さいたま市・岩槻市任意合併協議会  

 

協議事項  
 



議 案 第 ３ ３ 号  

   一 部 事 務 組 合 等 の 取 扱 い （ 埼  清 掃 組 合 及 び 埼  斎 場 組 合 ） に

つ い て  

 一 部 事 務 組 合 等 の 取 扱 い の う ち 埼  清 掃 組 合 及 び 埼  斎 場 組 合 に つ

い て 、 別 紙 の と お り 提 出 す る 。  

平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ ９ 日 提 出  

さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会  

会 長   田  隅  三  生  
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別 紙 
 
 

一部事務組合等の取扱い（埼清掃組合及び埼斎場組合） 

調整方針 

（１） 岩槻市が加入している埼清掃組合は、合併の日の前日をもって脱

退するものとする。なお、岩槻市区域のし尿処理業務は、当該組合の

施設を管理運営する団体に委託する方式で調整するものとする。 
 
（２） 岩槻市が加入している埼斎場組合は、合併の日の前日をもって脱

退するものとする。なお、合併後２年間に限り、歴史的地域的係わり

のある岩槻市慈恩寺地区の住民が当該組合の斎場を員外利用する場合

は、新市の住民の負担と同額を利用者が負担し、利用することができ

るものとする。 
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